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(57)【要約】
【課題】外傷（傷、凹み、ヒビ等）や汚れから筐体を保
護することができるモニタ用カバーを提供すること。
【解決手段】固定部材２１は、医療モニタ１０に密着す
るように固定される。保護部材２２は、固定部材２１に
設けられた接続部と接続する。また保護部材２２は、医
療モニタ１０から離れる方向に凸となる部分を有する。
ここで保護部材２２は、動物の一部（例えば耳）や動物
の全身、アニメーションのキャラクター等を模した形状
であることが望ましい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療モニタに密着するように固定される１つ以上の固定部材と、
　前記固定部材に設けられた接続部と接続し、前記医療モニタから離れる方向に凸となる
部分を有する保護部材と、
　を備える医療モニタ用カバー。
【請求項２】
　前記固定部材と前記保護部材は、着脱可能に構成されている、ことを特徴とする請求項
１に記載の医療モニタ用カバー。
【請求項３】
　前記固定部材に設けられた接続部は、延伸する凹凸形状を有するガイドレール受けであ
り、
　前記保護部材は、前記ガイドレール受けの凹凸形状に対応する形状を持つガイドレール
を有する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の医療モニタ用カバー。
【請求項４】
　前記保護部材は、前記医療モニタの上縁辺の全てを覆うように形成される、ことを特徴
とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の医療モニタ用カバー。
【請求項５】
　前記保護部材は、前記医療モニタを両側から挟持する一対の挟持部を有する、ことを特
徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の医療モニタ用カバー。
【請求項６】
　前記固定部材は、医療モニタの四隅に嵌め合わせるようにして固定される、ことを特徴
とする請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の医療モニタ用カバー。
【請求項７】
　前記保護部材は、動物の耳または動物の全身を模擬した形態である、ことを特徴とする
請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の医療モニタ用カバー。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療モニタ用カバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血圧や体温等を測定する医療モニタは、強固に作られた筐体によって内部損傷や内部不
具合を防ぐ構成を持っている。例えば特許文献１には消毒可能な筐体を持つ装置が開示さ
れている。しかしながら、医療モニタの使用状態は病院や患者によって異なる。そのため
医療モニタの筐体上に傷、ヒビ、凹み等が形成される場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】欧州特許出願公開第２１８０７７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　医療モニタの筐体上に傷等が形成されてしまった場合、当該部分を修復することは困難
である。また傷等を修復する場合、修復を依頼するユーザの金銭的な負担が大きいという
問題があった。
【０００５】
　また医療モニタが使用される場所は、病院等の医療現場である。医療現場で使用される
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機器は、衛生面の配慮を行う（すなわち清潔にする）必要がある。しかし、使用状態によ
っては医療モニタの表面が患者の体液や血液等で汚染されてしまう場合がある。そのため
医療従事者は、医療モニタの清掃を適宜行わなければならなかった。
【０００６】
　このように外傷（傷、凹み、ヒビ等）や汚れから医療モニタの筐体を保護する必要性が
高まっている。
【０００７】
　そこで本発明は、外傷（傷、凹み、ヒビ等）や汚れから筐体を保護することができるモ
ニタ用カバーを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明にかかる医療モニタ用カバーの一態様は、
　医療モニタに密着するように固定される１つ以上の固定部材と、
　前記固定部材に設けられた接続部と接続し、前記医療モニタから離れる方向に凸となる
部分を有する保護部材と、
　を備える、ものである。
【０００９】
　上述のように保護部材は、医療モニタから離れる方向に凸となる部分を有する。この凸
となる部分には、薬品等を置くことができないため、汚れ等の原因を排除することができ
る。さらに医療モニタに医療モニタ用カバーが取り付けられることにより、医療モニタを
汚れや外傷から防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、外傷（傷、凹み、ヒビ等）や汚れから筐体を保護することができるモニタ用
カバーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１にかかる医療モニタ用カバーが取り付けられる医療モニタの外観を
示す概略図である。
【図２】実施の形態１にかかる医療モニタ１０に取り付けられた医療モニタ用カバー２０
の取り付け概念を示す図である。
【図３】実施の形態１にかかる固定部材２１と保護部材２２の接続手法の一例を示す図で
ある。
【図４】実施の形態１にかかる固定部材２１と保護部材２２の接続手法の一例を示す図で
ある。
【図５】実施の形態１にかかる保護部材２２のバリエーションを示す図である。
【図６】実施の形態１にかかる保護部材２２のバリエーションを示す図である。
【図７】実施の形態１にかかる保護部材２２のバリエーションを示す図である。
【図８】実施の形態１にかかる医療モニタ用カバーが取り付けられる医療モニタの外観を
示す概略図である。
【図９】実施の形態１にかかる医療モニタ用カバーが取り付けられる医療モニタの外観を
示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜実施の形態１＞
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は、本実施の形態に
かかる医療モニタ用カバー２０が取り付けられる医療モニタ１０の外観を示す概略図であ
る。医療モニタ１０は、図示するように一般的な液晶ディスプレイを持ち、そのディスプ
レイ上に各種の波形（呼吸波形、血圧波形等）や測定値（ＳｐＯ２値、体温等）が表示さ
れる。なお医療モニタ１０は、図示しない各種ケーブルを介して被験者（患者）と接続さ



(4) JP 2016-92659 A 2016.5.23

10

20

30

40

50

れ、各パラメータの値を取得する。
【００１３】
　医療モニタ１０は、各種波形や測定値が表示される表示面１１と、表示面１１の周囲に
設けられた筐体枠１２と、を有する。なお以下の説明において、液晶ディスプレイの長尺
方向をＸ軸とし、短尺方向をＹ軸とし、奥行方向をＺ軸とする。医療モニタ１０は、特に
用途は限定されないものの、以下の説明では主に小児科、産婦人科、ＮＩＣＵ（Neonatal
 Intensive Care Unit、新生児特定集中治療室）等において使用されるものとする。
【００１４】
　図２は、医療モニタ１０に取り付けられた医療モニタ用カバー２０の取り付け概念を示
す図である。医療モニタ用カバー２０は、固定部材２１と、保護部材２２と、を備える。
固定部材２１は、医療モニタ１０の筐体枠１２の一部を覆うようにして筐体枠１２に固定
される。換言すると固定部材２１は、医療モニタ１０と密着する部分を有し、医療モニタ
１０に固定される部材である。固定部材２１は、合成ゴム、軟質塩化ビニル、エストラマ
ー等のように軟質性を有するとともに弾性を有する素材により形成される。なお固定部材
２１は、これらの部材（合成ゴム、軟質塩化ビニル、エストラマー等）がクッション性を
有する部材によって覆われている構成であってもよい。
【００１５】
　医療従事者は、固定部材２１を筐体枠１２に取り付ける際に、固定部材２１を手で引っ
張ること等により延伸させ、手の引っ張りを解除することにより固定部材２１を筐体枠１
２に密着させる。
【００１６】
　なお固定部材２１は、医療モニタ１０の筐体枠１２に密着した状態で固定できるもので
あればこれ以外の材質により構成してもよい。例えば固定部材２１の材質はシリコン等で
あってもよい。
【００１７】
　保護部材２２は、固定部材２１に接続される部材であって、医療モニタ１０から離れる
方向に凸となる部分を有する部材である。固定部材２１と保護部材２２との固定方法は、
図３や図４を参照して後述する。
【００１８】
　例えば図２の例では、保護部材２２はネズミの耳を模した形状となっており、＋Ｙ方向
及び＋Ｘ方向に凸となるように構成されている。保護部材２２は、一般的に幼児等が好印
象を持つような動物、アニメーションのキャラクター等の一部（または全部）を模した形
状となっている。
【００１９】
　保護部材２２は、固定部材２１に取り付けた後にも一定の形状（例えばネズミの耳を模
した形状）を保つために、延伸形状の金属棒（いわゆる針金）等が内包されている。なお
当該金属棒は、幼児や小児の手や体がぶつかっても危害が加わらないように、力が加わっ
た際に折り曲げ可能な材質であることが好ましい。当該金属棒をクッション性部材（例え
ば天然羽毛や低反発ウレタンフォームチップ等）を充填した袋体（後述の袋体２２２）で
覆うことにより保護部材２２が構成される。なお上述のクッション性部材を内包する袋体
は、着色されること、着色済みの複数の布を縫い合わせて外観を構成されること、等によ
り動物やアニメーションのキャラクター等を模した形状となる。
【００２０】
　図２に示すように医療モニタ１０に対し、動物等を模した医療モニタ用カバー２０を取
り付ける。これにより幼児や小児またはその家族等が病院の雰囲気から内在的に感じるス
トレスを軽減することができる。また当該医療モニタ１０が使用される小児病棟、産婦人
科病棟、ＮＩＣＵ等の雰囲気を明るいものとすることができる。
【００２１】
　続いて図３を参照して、固定部材２１と保護部材２２の接続手法の一例を説明する。図
３は、医療モニタ１０の右上隅（＋Ｘ方向かつ＋Ｙ方向の四隅部分）付近の拡大概念図で
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ある。固定部材２１の上部には、Ｘ軸方向に延在するガイドレール受け２１１が設けられ
ている。当該ガイドレール受け２１１は、保護部材２２との接続に用いられる接続部の一
態様である。
【００２２】
　ガイドレール受け２１１は、１つ以上の凸部２１２を有する。当該凸部２１２は、医療
モニタ１０の表示面１１の長尺方向（Ｘ軸方向）に延伸するように設けられている。当該
凸部２１２は、保護部材２２の凹部２２３と対応するように設けられている。
【００２３】
　保護部材２２は、固定部材２１に設けられたガイドレール受け２１１に嵌め合わされる
ガイドレール２２１と、当該ガイドレール２２１の上に設けられた袋体２２２と、を有す
る。ガイドレール２２１は、ガイドレール受け２１１に設けられた凸部２１２と対応する
形状の凹部２２３を有する。図３の例では、ガイドレール受け２１１に３つの凸部２１２
が設けられているため、ガイドレール２２１には３つの凹部２２３（一部図示せず）が設
けられている。医療従事者は、凹部２２３と凸部２１２が噛み合った状態で保護部材２２
をＸ軸方向にスライドさせることにより、保護部材２２を固定部材２１に脱着する。
【００２４】
　なお図３の例では、ガイドレール受け２１１側に凸部２１２があるものとして説明した
が必ずしもこれに限られない。すなわちガイドレール受け２１１が１つ以上の凹部を有し
、ガイドレール２２１側に１つ以上の凸部が設けられていてもよい。またガイドレール受
け２１１側に凹部及び凸部が設けられていてもよい。この場合、ガイドレール２２１はガ
イドレール受け２１１に対応する凸部及び凹部を有する。すなわちガイドレール受け２１
１がＸ軸方向に延伸する凹凸形状を有し、ガイドレール２２１が当該凹凸形状に対応する
延伸凹凸形状をもつものであれば、どのような形状であってもよい。
【００２５】
　続いて図４を参照して、固定部材２１と保護部材２２の接続手法の他の一例を説明する
。図４（Ａ）は、医療モニタ１０の右上隅（＋Ｘ方向かつ＋Ｙ方向の四隅部分）付近の拡
大概念図である。固定部材２１上には、係止穴２１３が設けられている。この係止穴２１
３が固定部材２１に保護部材２２を固定する接続部として作用する。
【００２６】
　固定部材２１は、表面に係止穴２１３を有している。当該係止穴２１３には、保護部材
２２の先端が挿入される。当該係止穴２１３は、非貫通穴である。係止穴２１３の形態を
図４（Ｂ）を参照して説明する。
【００２７】
　図４（Ｂ）は、保護部材２２が固定部材２１に挿入されている状態でのＹ－（－Ｙ）断
面を示す図である。係止穴２１３は、開口部２１３１と空洞部２１３２を有する。開口部
２１３１は、空洞部２１３２の幅（Ｘ軸方向の長さ）よりも狭い幅（Ｘ軸方向の長さ）を
有する。開口部２１３１の幅を狭くするために一対の凸部２１３３が設けられている。こ
の空洞部２１３２に対して保護部材２２の先端部２２４を挿嵌する。保護部材２２は、係
止穴２１３の開口部２１３１を構成する凸部２１３３に支持される。保護部材２２には、
先端部２２４よりも直径が小さく構成されたアーム２２５が設けられている。開口部２１
３１を構成する一対の凸部２１３３がアーム２２５を両側から支持することにより、保護
部材２２が空洞部２１３２の形成方向（本例では－Ｙ方向）と逆方向（本例では＋Ｙ方向
）に直立するように固定される。なおアーム２２５は、より強固に開口部２１３１に固定
されるために強固な素材（例えば剛性の金属、ヤング率が一定値以上の合成ゴム等）によ
り構成することが望ましい。
【００２８】
　なお空洞部２１３２の断面形状を略正方形として記載したが必ずしもこれに限られず、
略円形等であってもよい。
【００２９】
　図４（Ａ）では、拡大図であるため一つの係止穴２１３のみを示したが、固定部材２１
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に複数の係止穴２１３が設けられてもよいことは勿論である。医療従事者は、取り付ける
保護部材２２の形状（例えば動物の種類）に応じて、取り付け先の係止穴２１３を決めれ
ばよい。
【００３０】
　なお固定部材２１と保護部材２２との接続形態は、図３や図４によるものに限られず、
面ファスナを介して接続するものであってもよく、ボタン等を用いて両者を接続するもの
であってもよい。すなわち固定部材２１上に接続部が設けられ、当該接続部を介して保護
部材２２と接続することにより、保護部材２２が医療モニタ１０に固定されるものであれ
ばどのような形態でも良い。
【００３１】
　図３の構成では、ウサギの耳を模した袋体２２２を有する保護部材２２を固定部材２１
に固定する（接続する）構成を説明したが、これ以外の形状（例えば猫の耳の形状）の袋
体２２２を有する保護部材２２を固定部材２１に固定する（接続する）ことも可能である
。医療従事者は、医療モニタ１０を使用する患者の性別や年齢、好み等を考慮して最も好
ましい袋体２２２を有する保護部材２２を固定部材２１に接続すればよい。
【００３２】
　保護部材２２のバリエーションについて説明する。図５～図７は、保護部材２２のバリ
エーションを示す模式図である。図５（Ａ）は、ウサギの耳を模した保護部材２２が医療
モニタ１０の上縁辺付近に接続された構成である。医療モニタ１０の表示面１１は、横長
の略長方形の形状である。そのため、正面から見た場合には図５（Ａ）に示すように医療
モニタ１０がウサギの顔のように見える形態となる。
【００３３】
　同様に図５（Ｂ）は、ネズミの耳を模した保護部材２２が医療モニタ１０の上縁辺付近
に接続された構成である。そのため、正面から見た場合には図５（Ｂ）に示すように医療
モニタ１０がネズミの顔のように見える形態となる。なお、医療モニタ１０の設定により
、保護部材２２の形状に合わせたスクリーンセーバーが動作するようにしてもよい。例え
ば医療従事者は、保護部材２２の形状に合わせたスクリーンセーバーを設定する。これに
より医療モニタ１０がスリープモードの際には、保護部材２２の形状に合わせたスクリー
ンセーバーが動作する。例えば保護部材２２がネズミの耳を模した形状の場合には、スク
リーンセーバーとしてネズミの顔が映るようにしてもよい。
【００３４】
　図６（Ａ）は、猫の耳を模した保護部材２２が医療モニタ１０の上縁辺付近に接続され
、猫のしっぽを模した保護部材２２が側面付近に接続された構成である。そのため、正面
から見た場合には図６（Ａ）に示すように医療モニタ１０が猫のように見える形態となる
。なおしっぽを模した保護部材２２は、数百ｇ程度の荷重に耐えられる程度の剛性を持つ
素材から構成されることが望ましい。換言すると医療モニタ１０の側面に配置される保護
部材２２は、医療モニタ１０の上面に配置される保護部材２２よりも剛性に優れた部材に
より構成されることが好ましい。医療従事者は、当該保護部材２２（しっぽ）に聴診器等
の軽量医療器具や医療モニタ１０のコード類等をひっかけて固定してもよい。またしっぽ
を模した保護部材２２には、フック２２６が設けられていてもよい。このフック２２６は
、聴診器等の軽量医療器具等や医療モニタ１０のコード類等をひっかけて固定できるよう
にしてもよい。
【００３５】
　図６（Ｂ）は、ひよこの頭部を模した保護部材２２が医療モニタ１０の上縁辺付近に接
続された構成である。このため、正面から見た場合には図６（Ｂ）に示すように医療モニ
タ１０がひよこのように見える形態となる。
【００３６】
　図７（Ａ）は、犬の全身を模した保護部材２２が医療モニタ１０の上縁辺付近に接続さ
れた構成である。このため、正面から見た場合には図７（Ａ）に示すように医療モニタ１
０の上に犬が載っているように見える形態となる。
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【００３７】
　ここで犬の手足に相当する部分が挟持部２２７（２２７－１、２２７－３）を構成する
ことが好ましい。挟持部２２７は、左手に相当する挟持部２２７－１と右足に相当する挟
持部２２７－２（図示せず）が一対をなしている。この一対の挟持部２２７は、開閉可能
に構成されている。挟持部２２７－１は、－Ｚ方向から＋Ｚ方向へ閉じるように付勢され
ている。図示しない挟持部２２７－２は、＋Ｚ方向から－Ｚ方向へ閉じるように付勢され
ている。そのため、医療モニタ１０を挟み込む方向に弾性を付勢する弾性部材等が保護部
材２２の内部に形成された構成であればよい。
【００３８】
　同様に犬の左足に相当する挟持部２２７－３と右足に相当する挟持部２２７－４（図示
せず）が一対の形式をなしている。挟持部２２７－３は、－Ｚ方向から＋Ｚ方向へ閉じる
ように付勢されている。図示しない挟持部２２７－４は、＋Ｚ方向から－Ｚ方向へ閉じる
ように付勢されている。
【００３９】
　このように挟持部２２７が医療モニタ１０を－Ｚ方向及び＋Ｚ方向から挟み込むように
して保護部材２２を医療モニタ１０に固定する。そのため保護部材２２は、固定部材２１
の接続部に加えて挟持部２２７によって医療モニタ１０に固定される。これにより、より
強固に保護部材２２を医療モニタ１０に固定することができる。
【００４０】
　続いて図８を参照して、固定部材２１の変形例について説明する。当該固定部材２１は
、医療モニタ１０の四隅に係合される形状である。図示するように固定部材２１は、４つ
の部材（２１－１～２１－４）から構成される。例えば固定部材２１－１～２１－４は、
医療モニタ１０と接する面に溝部（図示せず）を有し、当該溝部は医療モニタ１０のＺ軸
方向の幅と略対応している。この溝部を医療モニタ１０の筐体枠１２の四隅に嵌め合わせ
ることにより、固定部材２１－１～２１－４は医療モニタ１０に固定される。保護部材２
２は、上述の方法（図３、図４等）と同様に固定部材２１－１、２１－２に固定されれば
良い。
【００４１】
　続いて本実施の形態にかかる医療モニタ用カバー２０の効果について説明する。医療モ
ニタ用カバー２０は、医療モニタ１０に取り付けられて固定される固定部材２１と、固定
部材２１に接続されて医療モニタ１０と離れる方向に凸となる部分を有する保護部材２２
と、を有する。例えば図５～図７の例では、保護部材２２は医療モニタ１０の上縁辺付近
から上方向（＋Ｙ方向）に凸となる部分（例えばウサギやネズミの耳の先端）をそれぞれ
有している。この凸となる部分には医療現場で用いられる薬品や資材等を置くことができ
ず、汚れ等の原因を排除できる。また保護部材２２は、表面が袋体２２２により構成され
ているため、水分を吸収するとともに傷や汚れ等から医療モニタ１０を保護することがで
きる。
【００４２】
　特に図６（Ｂ）に示す保護部材２２の形状は、医療モニタ１０の上縁辺をすべて覆い、
かつ上方向（＋Ｙ方向）に凸となる形状である。当該形状では、保護部材２２が医療モニ
タ１０の上部を網羅的に保護（汚れ、傷、水分、薬品等を置くこと等から回避）すること
ができる。
【００４３】
　また固定部材２１と保護部材２２は着脱可能である。そのため保護部材２２が汚れた場
合等には、容易に取り外して洗濯／洗浄することができる。そのため医療モニタ１０を清
潔に保つことができる。また保護部材２２は、動物の耳等を模擬した形状である。そのた
め医療モニタ１０を使用する幼児等の好みに合わせて付け替えることができる。これによ
り幼児等が病院の雰囲気から感じるストレスを緩和することができる。
【００４４】
　また図７（Ａ）に示すように保護部材２２は、一対の挟持部２２７を有する構成であっ
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てもよい。挟持部２２７は、医療モニタ１０を両側（図７（Ａ）の例では＋Ｚ方向と－Ｚ
方向）から挟み込むようにして保護部材２２を医療モニタ１０に固定する構成である。つ
まり保護部材２２は、固定部材２１による支持に加え、挟持部２２７による支持がなされ
る構成である。これにより保護部材２２を、より強固に医療モニタ１０に固定させること
ができる。
【００４５】
　また図３に示すように固定部材２１の接続部（保護部材２２と接続する箇所）は、ガイ
ドレール受け２１１により構成することが好ましい。ガイドレール受け２１１とガイドレ
ール２２１は対応する凹凸形状を有するため、正確に保護部材２２を固定部材２１（ひい
ては医療モニタ１０）に固定することができる。換言すると保護部材２２に対してＺ軸方
向の圧力が加わったとしても保護部材２２が医療モニタ１０から取り外されることを回避
することができる。また保護部材２２の着脱は平行移動（図３の例ではＸ軸方向の移動）
のみで実現することができる。これにより着脱の手間が大幅に軽減される。
【００４６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は既に述べた実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の変更が可能であることはいうまでもない。
【００４７】
　なお、容易に動物等の種類を交換できるという効果はなくなってしまうものの、固定部
材２１と保護部材２２が縫合されて接続されるような構成も可能である。すなわち固定部
材２１と保護部材２２が一体化されたような形状であっても、医療モニタ１０の外傷や汚
れを防ぐことができる。
【００４８】
　また、上述の説明では病室等に据え置きで主に使われる医療モニタ１０を想定して説明
したが必ずしもこれに限られない。例えば、医療モニタ１０は無線機能を有する医療用送
信機であってもよい。図９は、送信機型の医療モニタ１０に医療モニタ用カバー２０を装
着した場合の概略を示す図である。図示するように、携帯型の医療モニタ１０の外枠に対
して固定部材２１が密着するように取り付けられている。また羊の耳や頭部を模した保護
部材２２が医療モニタ１０（送信機）に取り付けられている。これにより、医療モニタ１
０本体に対して薬液等がつくことが回避できる。またかわいい外観を持つようになるため
、幼児等が医療モニタ１０を大切に扱うことにつながり、医療モニタ１０の正常動作や長
寿命化につながる。
【００４９】
　なお、上述の図面の一部では、ハッチングを省略したが、これは医療モニタ１０や医療
モニタ用カバー２０の外観をより名確認するためである。そのためハッチングの有無は権
利範囲の解釈に影響を与えない。
【符号の説明】
【００５０】
１０　医療モニタ
１１　表示画面
１２　筐体枠
２０　医療モニタ用カバー
２１　固定部材
２１１　ガイドレール受け
２１２　凸部
２１３　係止穴
２１３１　開口部
２１３２　空洞
２１３３　凸部
２２　保護部材
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２２１　ガイドレール
２２２　袋体
２２３　凹部
２２４　先端部
２２５　アーム
２２６　フック
２２７　挟持部

【図１】 【図２】
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